
（参考）ジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担軽減額の通知について

ジェネリック医薬品（後発医薬品）については、患者負担の軽減や医療保険

財政に資することから、政府はもとより関係団体等の協力のもとに使用促進の

ための取組みが推進されており、ジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負

担の軽減額等の情報提供を以下のとおり行っています。

（１）対象者

４０歳以上の加入者のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の

自己負担の軽減が一定以上見込まれる方

（ただし、あらかじめ通知を希望されない旨ご連絡いただいた方などは対象外）

（２）通知内容

先発医薬品の処方の内容、先発医薬品からジェネリック医薬品に切り替えた

場合の薬代の自己負担軽減額等

（３）実施方法

事業所を通じて加入者の方に郵送で通知

（４）時期

下表のとおり

22年 １月 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木

３月 新潟

４月
山梨、長野、岐阜、三重、兵庫、和歌山、

岡山、広島、山口、徳島、香川

５月

富山、石川、福井、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、鳥取、

島根、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄

６月 茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡

※通知時期は各月下旬頃















